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「エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業」 

の実証前調査以降の実施内容及び実施に当たっての手続きに係る説明（参考） 

 

実証要件適合性等調査に採択された事業者がステージゲート審査を経て実証前調査に移行した場合、

業務の適切な実施の観点から、下記に沿って手続き及び助成事業の実施をお願いすることを予定してい

ます。これらの内容は今後変更の可能性があり、変更される場合は本調査に採択された事業者にご連絡

します。なお、公募要領に記載のクライテリアに基づいて委託での実施が認められた場合は、別途個別

に仕様書を提示します。 
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１．事業の実施手続き 

実証要件適合性等調査（委託）の終了時のステージゲート審査を経て、実証前調査（助成）への移

行が認められた者（以下、「助成事業者」と言う。）は、実証前調査を行うための交付申請書をＮＥ

ＤＯに提出し、ＮＥＤＯからの交付決定を受ける。 

実証前調査の終了時、その結果について事業化評価を行い、実証研究の実現可能性と技術の普及可

能性が高く認められる場合は、ＮＥＤＯと相手国政府機関との間での合意文書の締結、及び助成事業

者と相手国企業との間での契約書の締結を前提に、実証研究に移行する。 

ステージゲート審査及び事業化評価は、採択審査と同様に、外部有識者による委員会及びＮＥＤＯ

内に設置する契約・助成審査委員会による二段階で行われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．実証前調査の実施内容 

実証前調査では、実証研究の実施妥当性を評価するために必要な情報を収集する。 

 

（１）実証研究の実施計画の具体化  

１）実証研究の実施計画  

実証研究の目的は、実証研究そのものではなく、その後の普及であることを念頭に、実証研究

の範囲と方法の決定、相手国企業の候補の選定、相手国企業との業務・費用分担の確定、実証設

備（機器）の仕様の確定、実証研究終了後の実証設備の取扱い（取得財産の処分）方針の確定、

ビジネスモデル（経済性評価）の再検証等を実施する。 

 

① 対象とする国・地域の諸条件を踏まえ、実証サイトの候補（単一あるいは複数の企業、公社、

機関等）を複数選定し、比較検討の上、最適な候補を決定する。 

② 相手国企業、実証研究、普及（ビジネス）それぞれを所管する官庁（中央、地方政府等）につ

いて調査し、関連する政策・支援（整備、推進、規制、補助、優遇税制等）の状況と活用の可

能性について検討する。 

③ 実証研究の実施に必要な許認可、環境規制等の諸規制・関連法規との適合性、輸送・通関手続

き及び、安全保障輸出管理（外為法）との関係で問題がないことの確認、税制（関税、固定資

産税、法人税、付加価値税等の税金やそれらの減免、課徴金等の制度・手続き）等についての

図１：交付申請の手続き 
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確認と対応策の検討を行う。 

④ 実証研究の業務・費用分担の案について、相手国企業候補と協議し、決定する。役割分担の基

本的な指針は別紙１の「日本側と相手国側の役割分担について」とおり。 

⑤ 実証研究の費用は、普及可能性が説明できるコスト水準により算定する。ＮＥＤＯ助成金を利

用して調達するものと相手国企業が調達するもの等を選別し、全体の予算の圧縮を検討する。 

⑥ 実証要件適合性等調査で調査・想定していた普及可能性の内容を、より客観的で具体的な情

報・データにより補強し、必要な場合は修正する。詳細は「（２）実証技術の普及可能性調

査」を参照。 

⑦ 助成金の支給対象となる資産について、実証研究が終了した後の取扱い方針を決定する。 

⑧ 標準化が普及促進に資すると考えられる場合は、標準化に向けた取り組みを検討する。 

⑨ ＮＥＤＯが別途提示するリスクマネジメントガイドラインの趣旨に沿って、実証要件適合性等

調査で作成したリスク管理シートを更新する。更新した内容は、実証研究の実施計画に反映す

る。 

 

２）相手国企業との契約書の原案の作成、相手国政府との合意文書作成支援業務 

実証研究を実施する上で必要な全ての事項（将来のリスクを摘み取るか低減させる内容を含

む）について規定する契約書の原案を作成し、内容について相手国企業候補の合意を取り付け

る。この際、ＮＥＤＯと相手国政府等間の合意文書と整合を取るために、相手国企業との契約書

案をＮＥＤＯに共有する。 

以下に具体的な内容を例示する。 

 事業の目的と範囲 

 設備の基本・詳細仕様（図面） 

 業務の内容と分担・費用負担の詳細 

 相手国企業の予算措置及び費用負担義務 

 実施スケジュール及びその管理（双方に事業管理者を置く、権限を明確にする、進捗共有会

議を開催する等） 

 スケジュールの遅れや事業遂行上の課題が発生した時の対応策（罰則、遅延損害金等） 

 性能試験結果の確認条件 

 実証研究終了後の資産取扱い 

 取得資産が処分制限期間中も運転され、ショーケースとしての機能を果たすこと（メンテナ

ンスを含む義務、付保等） 

  

 

３）原油削減効果等  

事業を実施した場合の原油削減効果（エネルギー消費削減効果・石油燃料代替効果の原油換算

値）、温室効果ガス排出削減効果、その他の環境改善等の効果を試算する。 

 

＊原油削減効果 （kL/年） 
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実証研究を実施する前の原油使用量 － 実証研究が終了した後の原油使用量 (エネルギー

消費削減・石油燃料使用代替の原油換算値) 

 

＊温室効果ガス排出削減効果 （t-CO2/年） 

実証研究を実施する前の排出量 － 実証研究が終了した後の排出量  

注１）算出に当たっては、「IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas 

Inventories」に従うこと。 

注２）温室効果ガス排出削減効果の算出に使用した条件、計算式、固有データ等を明記する

とともに、その出典、採用した理由等を記述すること。 

注３）算出結果は、温室効果ガス別にCO2換算（t-CO2/年）すること。 

 

＊その他の効果  

環境汚染（大気、水質、土壌等）の削減などの環境改善効果、環境負荷を増大させるもの

（周辺住民へ影響等を含む）ではないことの検証等 

 

（２）実証技術の普及可能性調査 

実証要件適合性等調査で調査・想定していた普及可能性の内容を、より客観的で具体的な情報・デ

ータにより補強し、必要な場合は修正する。複数の事業コンポーネントから構成される事業の場合

は、中心的な事業（コア事業）とそれ以外の事業を明確に区別し、外部協力者を含む全ての関係者

（ステークホルダー）の関係を説明する。 

 

①本事業に関する助成事業者の経営戦略上の位置づけについて情報を更新する。 

②普及段階における事業モデル図をより具体化し、必要な場合は修正する。 

③普及段階における事業環境について、より客観的で具体的な情報・データを用いて分析を深め

る。（目指す市場の定義、市場価格やシェアの推移予測、ＰＥＳＴ分析、競合他社の売上高・

営業利益率・事業戦略・強みと弱み等） 

④普及段階における事業モデルについて、事業コンポーネント毎の戦略及び実行計画（いつまで

に誰が何をするか）を、以下のポイントで更新する。 

A) 事業者名・責任部署名 

B) 対象製品の製造・開発・販売サービスの各拠点の所在地（国名） 

C) 対象国での事業戦略の骨子、及び、強み／弱みとその対応策（ＳＷＯＴ分析） 

D) 対象国でのマーケティング戦略（４Ｐ）の骨子、及び、強み／弱みと対応策 

E) 競合企業、競合する技術・製品・サービス等の名称とその特徴（価格、機能、品質等） 

F) 複数の事業コンポーネントで構成される場合には、そのメリット 

G) 将来の事業構成・事業者構成の変更の可能性の有無とその理由 

「有」の場合、その発生要因と効果・影響 

「無」の場合、将来的に事業が継続される根拠 

⑤普及段階で想定されるリスクの更新と具体的な対応策を検討する。 
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⑥供給者と需要者の事業収益性及び資金調達計画 

⑦上記①～⑥及びその他必要な調査の結果を踏まえ、実証技術の普及可能性に係る総括的な考察を

行う。  

 

（３）事業化評価 

 （１）及び（２）の検討結果を踏まえ、別紙２の「審査基準」に沿って、事業化評価書（ステージ

ゲート審査に準ずる様式）を取りまとめ、外部有識者による事業化評価委員会及びＮＥＤＯ内の契

約・助成審査委員会による二段階の審査で、実証に移行するかどうかを決定する。なお、事業化評価

への対応に係る費用は助成対象とはならないことに留意。 

  

３．実証前調査の実施方法 

 文献やインターネット等を用いた調査に加え、現地関係者へのヒアリングや意見交換等により実

施する。現地関係者とのやりとりは、可能な限り議事録等の書面を残すことで、リスクを回避す

る。 

 必要に応じて、ＮＥＤＯが相手国の政府機関等と協議する際の同席をお願いすることがある。ま

た、相手国政府機関等との協議の結果、実証前調査の重点項目等について変更をお願いする場合が

ある。 

 ＮＥＤＯが実証前調査の実施状況を把握できるよう、定期的（月１回以上）に ＮＥＤＯへ報告し、

必要に応じて打ち合わせを行う。打ち合わせについては議事録を作成し、その内容についてＮＥＤ

Ｏの確認を得る。 

 海外現地調査の際は安全情報を確認の上、事前に対処方針をＮＥＤＯと十分に協議し、合意する。

現地調査の結果は速やかにＮＥＤＯと共有する。また、対象国を所管するＮＥＤＯ海外事務所等が

ある場合は、現地出張の際、可能な限り、ＮＥＤＯ海外事務所等への連絡・報告・協議も行うこと。 

 現地の調査やヒアリングについては、ＮＥＤＯ担当者が同行する場合がある。 

 

４．実証研究の実施内容 

実証前調査で作成した実施計画のとおり。なお、実証研究に必要な機器等の最初の発注・製造に取り

掛かる前に、事業中止に繋がりかねないリスクとその対応状況について確認を行い、機器等の発注・製

造への着手についてＮＥＤＯの了解を得る必要がある。確認のポイント、了解を得る手順については別

途ＮＥＤＯから提示する。 

 

５．実証研究の実施方法 

（１）プロジェクト管理 

「２．実証前調査の実施内容」の（１）で具体化した「実証研究の実施計画」に則り、リスク管理

シートを更新しながら、プロジェクトを管理する。 

 

（２）契約書関連業務 

「２．実証前調査の実施事項」の２）で作成した「契約書原案」を完成させ、相手国企業と締結す
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る。このとき、ＮＥＤＯと相手国政府等間の合意文書と同時期に締結できるようにＮＥＤＯと調整

する。  

 

（３）実証関連業務 

以下は標準的な内容であり、必要に応じて変更する。 

 

①現地調査、基本設計、詳細設計 

対象設備の設計、土木建築、機械、計装／システム、電気設備等の基本設計、詳細設計を行う。 

 

②調達、製作、輸送 

機器の調達、製作及び輸送を行う。なお、最初の発注・製造に取り掛かる前に、事業中止に

繋がりかねないリスクとその対応状況について確認を行い、機器等の発注・製造への着手につ

いてＮＥＤＯの了解を得る必要がある。 

また、機器の調達、製作に合わせて、不測の事故や機器の故障等のリスク対応策を、相手国企

業等と協力して実施する。但し、機器への付保費用は助成の対象とはならないことに留意。 

 

③現地組立工事、土木建築工事 

実証場所において、機器据付・配管工事、電気計装工事、土木・建築工事、その他必要な工事

を実施する。土木建築工事を相手国側が担当するものについては、必要に応じて日本側のＳＶ

（Supervisor、指導員）を派遣し、指導を行う。 

 

④教育・訓練 

相手国側の運転要員に対象設備の運転、維持管理に関する教育・訓練を実施する。 

 

⑤試運転、実証運転 

試運転、実証運転を実施し、実証に必要なデータを取得する。取得したデータに関しては相手

国企業等と共有し、契約書で規定する性能が確認されたことについて書面を取り交わす。 

 

⑥検証、考察 

 実証運転の結果を分析し、実証前調査で検討した原油削減効果や普及可能性等に変更が無いか、

事業化評価で指摘された事項が解決されているかについて検証し、考察する。 

 

⑦普及活動 

効果的なタイミングで竣工式やセミナー等を開催し、実証の成果を広くＰＲする。 

 

６．助成金の交付対象期間 

  実証前調査の期間は、事業化評価の実施を含めて、原則１年以内で必要な期間（事情がある場合は、

最長６カ月を目安に延長）とする。事業化評価で、実証研究へ移行すべきという評価が得られた場合
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は、交付期間を延長し、ＮＥＤＯと相手国政府機関等間の合意文書及び助成事業者と相手国企業間の契

約書（以下、契約書等）を締結する。 

 実証要件適合性等調査の終了時、ステージゲート審査によって実証前調査への移行が認められた

ら、課題設定型産業技術開発費助成事業交付規程で規定されている助成金交付申請書及び関連書

類をＮＥＤＯに速やかに提出する。この際の交付期間は、事業化評価の実施までとする。 

 ＮＥＤＯが上記の申請書等の内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定

を通知する。その通知日が実証前調査の開始日となる。 

 実証前調査の結果について、事業化評価で実証研究へ移行すべきという評価が得られた場合は、契

約書等を締結するまでの期間について、課題設定型産業技術開発費助成事業計画変更承認申請書

をＮＥＤＯに提出し、交付期間を延長する手続きを行う（一回目の延長）。 

 契約書等が締結されたら、実証研究の終期まで、交付期間を再度延長する。手続きは一回目の延長

と同じである。 

 なお、「エネルギーの消費効率化等に資する我が国技術の国際実証事業」の基本計画の有効期間は

２０２０年度までであり、２０２１年度以降の本事業の実施については政府予算に基づき基本計

画が延長されることを条件とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．報告書 

課題設定型産業技術開発費助成事業交付規程で規定されている実施状況報告書及び実績報告書をＮ

ＥＤＯに提出すること。 

 

８．成果報告 

実証研究の交付期間中あるいは交付期間終了後に、ＮＥＤＯが開催する委員会や報告会、関係機関

を集めたワークショップにおける報告等を依頼することがある。（交付期間中の報告等に係る経費に

ついては助成金により支出が可能。） 

原則１年、最長１年半 

図２：交付申請の手続き（再掲） 
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９．事後評価及び追跡調査の実施 

ＮＥＤＯは、「エネルギーの消費効率化等に資する我が国技術の国際実証事業」の基本計画及び実

施方針で規定する実証研究の実施期間の終了後に、事後評価及び事業化の状況等の調査（追跡調査）

を実施し、助成事業者は関連する資料の作成や委員会への出席、調査への回答などにつきＮＥＤＯに

協力する。ただし、事後評価については、ＮＥＤＯが認めた場合に、実証研究の実施期間の終了年度

に行うことができる。 

これらに必要な費用は、助成事業者にて負担する。 

以上  
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別紙１ 

日本側と相手国側の役割分担について 

 

助成事業者は、日本側と相手国側が共同で進める下記のような各実証業務について、実証事業後に

実施するビジネスの形態に則して、それぞれの業務分担を取り決めること。 

 

ⅰ．詳細調査・設計 

ⅱ．輸送・製作・据付 

ⅲ．土建工事 

ⅳ．試運転 

ⅴ．実証運転・普及啓発 

    ⅵ．その他 

 

単なる輸送や土木工事など、実証研究要素が少ない部分は助成の対象とならない場合がある。ま

た、相手国所掌部分も含め、事業期間中の不測の事故及び機器・設備の故障等のリスクへの対策を、

相手国側実施者と協力して実施すること。但し、実証機器・設備への付保費用は助成の対象とはなら

ないことに留意。 

 

 

  



 

10 

 

別紙２ 

ステージゲート審査／事業化評価の審査基準（予定） 

 
項目 重視するポイント 

要
件
審
査 

実証研究の実施国・
地域 

・実証研究の実施地域が、外務省海外安全情報において、危険情報レベル２以上の地域を含まないこ
と（複数地域で実証研究を行う場合は、主要な実証研究の実施地域が危険情報レベル２以上の地域を
含まないこと）。 

実証技術の主目的 ・ 顕著なエネルギー消費削減効果・石油代替効果（以下「省エネ効果」という）が期待でき、かつ
実証技術の主目的がエネルギー消費削減・石油代替であるもの。 
（例えば、対象技術が特定の製品の製造技術であり、その製品が生み出す省エネ効果以外の付加価値
が省エネ効果よりも大きい場合は対象外とする。） 

実証研究後の目標 ・ 実証研究後、海外市場での普及が期待できる技術であること。または、制度的に先行している海
外のエネルギー市場での実証を通じて、日本への成果還元が期待できること。 

明確な課題 ・実用化に向けた技術的課題が明確であること。または、実証を行う地域特有の運用上の課題が明確
かつ挑戦的であること。 
（既に実用化が進展しており、課題が明確でないものは対象外。） 

資産の継続的な活
用 

・実証終了後に実証資産の継続的な活用が見込まれること。 

提案者の財務状況 ・実証の遂行及び実証後の普及活動を行うことができる財務状況にあるか、又は資金調達力を有して
いること。 

実
証
研
究
の
内
容 

公的資金の必要性
及び事業手法の適
切性  

・当該事業は、民間企業のみでは実現が難しいものであるか、又は公共性が高いことにより公的資金
による実施の必要性があるか。 

・当該事業の実施にあたり、他の手法（日本への招聘、技術者の派遣等）と比較して、対象国におけ
る実証という手法が適切であるか。 

対象技術の妥当性 ・技術のスペックや効果、開発・販売状況等について具体的な説明ができているか。 
・提案技術は、導入を検討している国・地域のニーズや現状を踏まえたものであり、また競合技術・
代替技術に対して市場競争力を持つ可能性が高いものか。  

・対象技術は、対象国・地域において、新規性があるか。 
・技術実証要素が明確かつ妥当か。 

実証研究の成果目
標の具体性及び妥
当性 

・実証研究の実施によって達成を目指す技術的目標が設定され、その根拠は明確か。 
・その他の成果目標がある場合は、具体的に記載できているか。 
・設定された目標は、国内外の技術動向及び市場動向、対象国・地域における社会的・経済的ニーズ
等を踏まえたものになっているか。 

実証研究の全体計
画の妥当性 

・想定している実証サイトは適切か。 
・スケジュール及び予算額は妥当であり、具体的かつ実現可能な計画となっているか。 
・当該事業の実施にあたり、実証に必要な最低限の構成要素（設備等）となっているか。 
・日本及び対象国・地域において、当該事業の実施に必要な体制（技術者、設備等含む）が確立され
ているか。 

・日本及び対象国・地域との間で、適切な役割分担及び費用分担が確保される見通しが立っているか。
    

実証研究を実施す
る上で必要な手続
きの網羅性 

・実証研究を実施するうえで確認や取得が必要となってくる許認可、標準・規格、輸送・通関、税な
どの各種手続きについて、具体的な記載があるか。    

実証研究実施中の
リスク管理 

・当該実証事業の実施に悪影響を与え得る不確実要素（リスク）を抽出し、具体的な対応策が検討さ
れているか。  

実
証
事
業
の
普
及
可
能
性 

事業 
戦略 

市場分析 ・目指す市場が明確に定義されているか。（顧客の特性を分解・整理した上で狙う領域を決め、自社
の立ち位置を明確にしているか。） 

・外部環境要因（政治、経済、社会、技術）も考慮した市場分析（規模、成長性、価格推移など）が
十分になされた上で、狙う市場は将来的な成長が見込まれるか。 

競合分析 ・対象国における競合企業・競合技術等を十分かつ妥当な分析の上、自社の強みを特定できているか。 
・競合分析結果を踏まえて、自社の戦略（ターゲット、マーケティング手法、標準化など）の検討が
なされているか。 

事業体制 ・供給者から需要者までのバリューチェーンを踏まえた事業モデルを構築しているか。 
・いつまでに何をするのか（例：営業体制、人員増強、新製品導入計画など）という実行計画が明確
になっているか。 

・関係機関（国・州政府など）との合意、認証取得などが必要となる場合、その取得の実行計画が明
確になっているか。 

成果普及時
のリスク管
理 

・当該実証終了後の事業の収益・採算に影響を及ぼすことが想定されるリスクを抽出しているか。 
・主要リスクに対し具体的な対策が検討されているか。 



 

11 

 

資金調達 ・総投資額が明確にされ、調達先の目途が立っているか。 
・行政などから補助金等が不可欠な場合は、その受領見込みが立っているか。 

事業
収益
性 

供給者 
（収益性） 

・想定事業年度において明確な事業収益性（売上額、営業利益額）が確保されているか。 
・投資が必要な場合は、十分な回収見込みがあるか。投資が不要な場合は、十分な営業利益率が確保
できる見込みか。 

供給者 
（ 営 業 利
益） 

・実証事業におけるＮＥＤＯ負担額以上の利益が、供給者が想定する普及事業期間内で創出されてい
るか。 

需要者 
（収益性） 

・需要者にとって十分な事業採算性（＝投資回収）が見込めるか。 

波
及
効
果 

対象国・地域又は日
本への波及効果の
可能性 

・実証研究を実施し、またその後普及することで、対象国・地域や日本におけるエネルギー問題、二
酸化炭素排出、インフラ整備、雇用、人材育成等、各種課題の解決への貢献又は波及効果が期待でき
るか。 

 

 

 


